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「大規模広域豪雨を踏まえた水災害対策のあり方について（答申）」を踏まえた 

「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画の取組について 

 

 

 「水防災意識社会」再構築のための取組は、平成 27 年関東・東北豪雨災害や、平成 28

年に相次いで発生した台風による災害で甚大な被害が発生したことを受けて、「施設では

防ぎきれない大洪水は必ず発生するもの」との考えに立ち、社会全体で洪水に備えるため、

中小河川を含めた全国の河川で、ハード・ソフト一体となって進めてきました。このよう

な中、平成 29年水防法等の一部改正を踏まえ、緊急的に実施すべき事項について、実効性

をもって着実に推進するため、平成 29年 6月 20日に「水防災意識社会」の再構築に向け

た緊急行動計画をとりまとめ、国、都道府県、政令指定都市の管理河川において、ハード・

ソフト対策を一体的、総合的、計画的に推進しているところです。 

 今般、平成 30 年 12 月 13 日に社会資本整備審議会より「大規模広域豪雨を踏まえた水

災害対策のあり方について」が答申されました。この答申で、関係機関の連携によるハー

ド対策の強化に加え、大規模氾濫減災協議会等を活用し、多くの関係者の事前の備えと連

携の強化により、複合的な災害にも多層的に備え、社会全体で被害を防止・軽減させる対

策の強化を緊急的に図るべきである、とされていることを踏まえ、緊急行動計画を改定し

て、取り組むべき施策について、具体的な進め方、国土交通省の支援等の充実を図りまし

た。 

緊急行動計画に基づき、「水防災意識社会」を再構築する取組をより一層、充実・加速化

されるようお願いします。 

また、都道府県知事におかれては貴管内の関係市町村（指定都市を除く。）及び水防管理

団体にも、その旨周知方取り計られ、水災害対策に万全を期せられるようお願いします。 

 なお、本通知は地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 245条の 4に基づく技術的な助

言であることを申し添えます。 


